
公 告

○福岡県の人事行政の運営等の状況の公表 (人 事 課) １

公告

福岡県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 (平成17年福岡県条例第８号) 第

６条の規定により､ 福岡県の人事行政の運営等の状況について､ 次のように公表する｡

平成20年９月29日

福岡県知事 麻 生 渡
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( (((1 111
) ))) ア
職
員
の
採
用

平
成
19
年
度
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
一
般
職
の
職
員
及
び
新
た
に
再
任
用
さ
れ
た
職
員
の
状
況
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

（
単
位
：
人
）

行
政
職

警
察
職

教
育
職

技
能
労
務
職

研
究
職

区
分

合
計

医
療
職

新
規
採
用

(0
)

1,
04
9

14
4

59
8

27
6

0
31

新
規
再
任
用

(2
0)

(4
)

(1
6)

11
0

39
11

49
8

3

（
注
）
１
新
規
採
用
に
は
国
や
他
団
体
と
の
人
事
交
流
に
伴
う
採
用
を
含
み
ま
す
。

２
政
令
市
立
学
校
の
教
職
員
は
含
み
ま
せ
ん
。

３
「
新
規
採
用
」
欄
の
（
）
内
は
任
期
付
採
用
職
員
で
、
内
数
で
す
。

４
「
新
規
再
任
用
」
欄
の
（
）
内
は
短
時
間
勤
務
職
員
で
、
内
数
で
す
。

イ
職
員
の
離
職

平
成
19
年
度
に
離
職
し
た
一
般
職
の
職
員
及
び
再
任
用
を
満
了
し
た
職
員
の
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
：
人
）

区
分

合
計

行
政
職

警
察
職

教
育
職

技
能
労
務
職

研
究
職

医
療
職

離
定
年
退
職

95
7

23
4

40
3

23
7

47
36

職
そ
の
他

78
5

16
3

21
6

35
9

15
32

再
任
用
の
満
了

(7
)

(3
)

(4
)

30
9

2
17

1
1

（
注
）
１
政
令
市
立
学
校
の
教
職
員
は
含
み
ま
せ
ん
。

２
「
再
任
用
の
満
了
」
欄
の
（
）
内
は
短
時
間
勤
務
職
員
で
、
内
数
で
す
。
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２ ２２２
　 　　　
職
員

職
員

職
員

職
員
の ののの
給
与

給
与

給
与

給
与
の ののの
状
況

状
況

状
況

状
況

 ( (((
1 111)
 ) ) ) 
人
件
費

人
件
費

人
件
費

人
件
費
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込
） ）））

 ( (((
2 222)
 ) ) ) 
職
員
給
与
費

職
員
給
与
費

職
員
給
与
費

職
員
給
与
費
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込
） ）））

（
注
）
１
　
職
員
手
当
に
は
退
職
手
当
を
含
み
ま
せ
ん
。

３ ３３３
　 　　　
職
員

職
員

職
員

職
員
の ののの
平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額
、 、、、
初
任
給
等

初
任
給
等

初
任
給
等

初
任
給
等
の ののの
状
況

状
況

状
況

状
況

 ( (((
1 111)
 ) ) ) 
職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
平
均
年
齢

平
均
年
齢

平
均
年
齢

平
均
年
齢
、 、、、
平
均
給
料
月
額
及

平
均
給
料
月
額
及

平
均
給
料
月
額
及

平
均
給
料
月
額
及
び びびび
平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２
０

２
０
２
０

２
０
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

3
9
2
,9

3
8

3
6
6
,4

8
0

4
8
2
,8

3

4
5
.4

4
0
2
,2

2
5

3
9
3
,4

7
3
4
3
,2

3
0

4
0
0
,5

6
7

3
2
9
,8

6
4

5
6
.6

4
8
7
,3

9
4

4
6
.4

4
8
.5

3
5
6
,5

2

5
.4

4
0
2
,6

9
3
,5

5
3

5
0
.6

3
5
9
,7

5
5

0
3
,9

7
2
,4

5
4

3
5
0
,

5
8

  
  
  
２
　
職
員
数
は
平
成
１
９
年
４
月
１
日
現
在
の
人
数
で
、
電
気
事
業
・
工
業
用
水
道
事
業
・
工
業
用
地
造
成
事
業

　
　
　
　
・
病
院
事
業
・
流
域
下
水
道
事
業
・
県
営
埠
頭
施
設
整
備
運
営
事
業
職
員
を
除
き
ま
す
。

7
,7

0
2

4
3
.6

4
8
.3

5
2
,2

8
4

5
2
,4

6
,5

8
2

3
5
5
,7

8
2

4
4
0
,3

4
4

3
3

,7
8
6

4
9
,8

4
7

3
7
6
,6

4
2

5
2
.2

3
5
3
,0

6
7

4
2
0
,7

6
8

  

  

,4
5
9
,0

6
,0

5
4

,8
3
5
,0

9
6

  

3
5
.5

3
6
.0

  

5
2
5
,7

9
7
,3

2
5
,0

3
0
,8

8

  
  

 

  

4
6

,3
9
4

5
.

  
  

  

 

2
4
6
,2

5
9
,5

7
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「
平
均
給
料
月
額
」
と
は
、
２
０
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
各
職
種
ご
と
の
職
員
の
基
本
給
の
平
均
で
す
。

2

（ （（（
2 222)
 ) ) ) 
職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
初
任
給

初
任
給

初
任
給

初
任
給
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２
０

２
０
２
０

２
０
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

 (  ( ( (
3 333)
 ) ) ) 
職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
経
験
年
数
別

経
験
年
数
別

経
験
年
数
別

経
験
年
数
別
・ ・・・
学
歴
別
平
均
給
料
月
額

学
歴
別
平
均
給
料
月
額

学
歴
別
平
均
給
料
月
額

学
歴
別
平
均
給
料
月
額
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２
０

２
０
２
０

２
０
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

2
2
6
,0

5
0

2
7
3
,6

2
8

4
0
.2

3
5
0
,5

0
0

3
,2

3
7

3
3
6
,9

9
2

2
0
3
,

0
0

2
0
0
,0

0
0

5
8
,

0
0

6
4
,7

0
0

4
6
6
,6

8
7

7
8
,8

0
0

「
平
均
給
与
月
額
」
と
は
、
給
料
月
額
と
毎
月
支
払
わ
れ
る
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
時
間
外
勤

務
手
当
な
ど
の
諸
手
当
の
額
を
合
計
し
た
も
の
で
す
。

4
0
,

0
0

2
4
4
,7

6
4

2
5
0
,2

0
5

2
8
4
,4

7
99
7
,2

0
0

8
,2

0
0

7
2
,2

0
0

2
3
7
,0

7
5

3
9
6
,0

5
5

2
9
2
,2

4
0

2
6

,4
9
2

3
3
,

7
3

3
5
9
,9

0

3
0
4
,3

4
3

3
9
8
,0

6
0

 
 

4
4
,5

0
0

3
8
2
,5

3
0

5
4
,9

0
0

2
9
,2

0
0

2
,6

0
0

9
9
,7

0
0

2
7
5
,9

6
3

3
2
8
,7

6
9

3
3
2
,4

7
4

3
2
3
,8

7
7

3
8
8
,2

7
2

3
3
,3

9

3
3
6
,0

9
8

  
  

  
  

 

2
2
4
,6

3
7

3
6
2
,2

3
0

2
9
0
,

0
2

9
9
,7

0
0

（
注
）
　
1

�
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４ ４４４
　 　　　
一
般
行
政
職

一
般
行
政
職

一
般
行
政
職

一
般
行
政
職
の ののの
級
別
職
員
数
等

級
別
職
員
数
等

級
別
職
員
数
等

級
別
職
員
数
等
の ののの
状
況

状
況

状
況

状
況

 ( (((
1 111)
 ) ) ) 
一
般
行
政
職

一
般
行
政
職

一
般
行
政
職

一
般
行
政
職
の ののの
級
別
職
員
数

級
別
職
員
数

級
別
職
員
数

級
別
職
員
数
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２
０

２
０
２
０

２
０
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

（
注
）
１
　
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
給
料
表
の
級
区
分
に
よ
る
職
員
数
で
す
。

  
  
  
２
　
標
準
的
な
職
務
内
容
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
級
に
該
当
す
る
代
表
的
な
職
務
で
す
。

  

.0

0
.2

4

2
6
.0

3
5
.8

5
5
6

7
.2

3
4

3
.6

2
,2

4
2

3
,0

8
7

6
9

,2
0
9

5
.74
.0

4
9
5

8
5

6
.4

0
.

0
.5

%
2
.8

%
3
.6

%
.4

%
7
.5

%
6
.4

%
2
.2

%

2
8
.0

%
2
6
.0

%
5
.2

%

3
4
.7

%
3
5
.8

%

3
.6

%

5
.8

%
7
.2

%

3
4
.2

%

5
.

%
4
.0

%

3
.0

%

5
.

%
5
.7

%

4
.6

%

0
.8

%
.0

%

4
.4

%

0
.

%
0
.2

%
0
.7

%
0
.

%
0
.

%
0
.2

%

0
%

0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

0
0
%
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（ （（（
2 222） ）））
昇
給

昇
給
昇
給

昇
給
へ
の

へ
の
へ
の

へ
の
勤
務
成
績

勤
務
成
績

勤
務
成
績

勤
務
成
績
の ののの
反
映
状
況

反
映
状
況

反
映
状
況

反
映
状
況
（ （（（
行
政
職
給
料
表
適
用
者

行
政
職
給
料
表
適
用
者

行
政
職
給
料
表
適
用
者

行
政
職
給
料
表
適
用
者
） ）））

５ ５５５
　 　　　
職
員

職
員

職
員

職
員
の ののの
手
当

手
当

手
当

手
当
の ののの
状
況

状
況

状
況

状
況

 ( (((
1 111)
 ) ) ) 
期
末
手
当

期
末
手
当

期
末
手
当

期
末
手
当
・ ・・・
勤
勉
手
当

勤
勉
手
当

勤
勉
手
当

勤
勉
手
当

  

2
0

2
0

0
2
5

0
2
5

（
注
）
　
( 
 )
内
は
、
再
任
用
職
員
に
係
る
支
給
割
合
で
す
。

 (  ( ( (
2 222)
 ) ) ) 
退
職
手
当

退
職
手
当

退
職
手
当

退
職
手
当
（ （（（
２
０

２
０
２
０

２
０
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

2
0

2
0

（
注
）
　
退
職
手
当
の
１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
は
、
１
９
年
度
に
退
職
し
た
全
職
種
に
係
る
職
員
に
支
給
さ
れ
た
平
均
額
で
す
。

3
0
.5

5

3
3
.5

0

2
3
.5

0

   

.5
0

(0
.7

5
)

3
.0 .6

5
9
.2

8

4
.3

4

7
,0

0
8 5

 
 

 

9
,4

5
5

 
 

 
 

 
 

 

3
3
5

 
 

 
3
3
4

 

.6
(0

.7
5
)

 
 

 

5
9
.2

8

4
7
.5

0

3
.0

.5
0

2
3
.5

0

3
3
.5

0

4
7
.5

0
5
9
.2

8

6
2
3 3
0
.5

5

4
.3

4

5
9
.2

8
5
9
.2

8
5
9
.2

8

4
,8

9
5

2
7
,

0

 

 
 

,0
7
8

 

 
 

0

,2
4

8
,7

6
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 ( (((
3 333)
 ) ) ) 
地
域
手
当

地
域
手
当

地
域
手
当

地
域
手
当
（ （（（
２
０

２
０
２
０

２
０
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

（
注
）
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
支
給
率
は
１
３
％
で
す
。

 ( (((
4 444)
 ) ) ) 
特
殊
勤
務
手
当

特
殊
勤
務
手
当

特
殊
勤
務
手
当

特
殊
勤
務
手
当
（ （（（
２
０

２
０
２
０

２
０
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

8
,0

3
5
,9

3
8

6
,3

0

5
8
.6

3

3

4
2
,8

5
9

3
3

6
6 3 3

3

4
.2

5
9

6
,4

4
7

0
9
,0

6
8

2
2

9

9

7

2
,4

2
9
,5

9
2

4
6

3
.4

3
.8

7
3
,7

5
8

5

4
m

�

�
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4
.2

5
%

,0
8
0
,0

0
0

  
  

,
0
,0

0
0

,3
5
0
,0

0
0

2
5
,9

2
0
,0

0
0

3
.3

5

4
2
,

2
0
,0

0
0

0
8

0
.5

8
9
0
,0

0
0

9
8
0
,0

0
0

3
.3

5

3
5

0
.6

5
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７ ７７７
　 　　　
職
員
数

職
員
数

職
員
数

職
員
数
の ののの
状
況

状
況

状
況

状
況

 (  ( ( (
1 111)
 ) ) ) 
部
門
別
職
員
数

部
門
別
職
員
数

部
門
別
職
員
数

部
門
別
職
員
数
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
と ととと
主 主主主
な ななな
増
減
理
由

増
減
理
由

増
減
理
由

増
減
理
由

(

 (  ( ( (
2 222)
 ) ) ) 
年
齢
別
職
員
構
成

年
齢
別
職
員
構
成

年
齢
別
職
員
構
成

年
齢
別
職
員
構
成
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２
０

２
０
２
０

２
０
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

8
0

3
,7

9
6

4
,7

7
9

9
9
6

5
,8

4
4

5
5

5
9

6
0

5
6

4
,2

3
3

4
7

8
,2

4
3

3
,9

3
6

8
,4

3
8

 3
3
4

 5
3
3

4
3

2
4

2
8

2
0

3
6

(注
)

4
8

,6
6
9

 
9
5

5

 4

5
2
,3

7
7

0
6
3
4
.8

0

0
,0

3
0
.5

2

(
0

2
3

.8
7

　
そ
の
他
は
、
各
種
委
員
会
（
教
育
を
除
く
。
）
、
警
察
本
部
、
議
会
事
務
局
、
企
業
局
で
す
。

5
2

4
4

,6
6
5

3
9

3
5

2
3

3

4
0

2
0

5
,8

4
4

3
2

2
7

2
,7

7
8

5
,8

7
5

3
2
,2

7
0

8
,6

8
6

7
,2

0
3

5
,4

6
3
6
8

7
,5

8
9

0
6
3
.8

5

0246802468

%

�

�

�

�

�

�
�
�
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�
�

�
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�
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 (  ( ( (
3 333)
 ) ) ) 
定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理
の ののの
数
値
目
標
及

数
値
目
標
及

数
値
目
標
及

数
値
目
標
及
び びびび
進
捗
状
況

進
捗
状
況

進
捗
状
況

進
捗
状
況

 ①  ① ① ①
　 　　　
平
成

平
成

平
成

平
成
１
９

１
９

１
９

１
９
年
度

年
度

年
度

年
度
～ ～～～
平
成

平
成

平
成

平
成
２
３

２
３

２
３

２
３
年
度

年
度

年
度

年
度
に
お
け
る

に
お
け
る

に
お
け
る

に
お
け
る
定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理
の ののの
数
値
目
標

数
値
目
標

数
値
目
標

数
値
目
標

人
人

人
％

 ②  ② ② ②
　 　　　
定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理
の ののの
数
値
目
標

数
値
目
標

数
値
目
標

数
値
目
標
の ののの
年
次
別
進
捗
状
況

年
次
別
進
捗
状
況

年
次
別
進
捗
状
況

年
次
別
進
捗
状
況
（ （（（
実
績

実
績
実
績

実
績
） ）））
の ののの
概
要

概
要
概
要

概
要

８ ８８８
　 　　　
公
営
企
業
職
員

公
営
企
業
職
員

公
営
企
業
職
員

公
営
企
業
職
員
の ののの
状
況

状
況

状
況

状
況

①
 

①
 
①
 

①
 職
員
給
与
費

職
員
給
与
費

職
員
給
与
費

職
員
給
与
費
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

決
算
見
込

（
注
）
１
　
職
員
手
当
に
は
退
職
手
当
を
含
み
ま
せ
ん
。

  
  
  
２
　
職
員
数
は
、
平
成
２
０
年
３
月
３
１
日
現
在
の
人
数
で
す
。

4
,4

2
7

2
9
,7

2

2
6
,2

6
3

 

4
6
7
,

3
0

,6
2
5

8
,0

7

7
7
4
,5

5
7

0
4
6
,4

2
5

3
,2

9
4

2
0
,9

9

8
,8

4
4

3
2
,8

6
2

8
0
,7

0

7
,4

2
7

,2
7
8

- -

7
,9

4
8

5
0
,3

0

 2
,5

0
0

3
.4

7
4
,7

5
2

3
.4

3
9
.5

0
5
,0

0
5

6
2
,8

5
4

　
そ
の
他
は
、
各
種
委
員
会
（
教
育
を
除
く
。
）
、
警
察
本
部
、
議
会
事
務
局
、
企
業
局
で
す
。

  

-
-

 2
0
0

-
4
4

3
7
,3

4
8

3
8
.6

 4

-

-
-

,4
2
5

,6
6
9

,6
6
5

-

 2
5

3
2
,2

7
0

 
,5

5
0

 2
2
6

-
 7

5
0

3
,9

3
6

-

 3
3
4

-

8
,4

3
8

52
,8
10

50
,3
10

△
 2
,5
00

△
 4
.7

計
画
始
期

職
員
数

計
画
終
期

職
員
数

縮
減
数

8

,3
0
7
,4

7
2
5
2
,5

8
0

 5
5
8
,2

0
4 4

3
3

 5
3
3

　
３
　
２

4
2
2
,

5
4

3
0
,9

4
6

7
,9

3
9

-
-

-
-

-

-
-

3
2
,4

9
6

-

-

　
計
画
期
間
は
、
平
成
１
９
年
度
～
平
成
２
３
年
度
の
５
年
間
で
す
。

-

8
,6

8
9

 
9
5

8
,2

4
3

5
2
,8

0
5
2
,3

7
7

(注
)１

8
5
6
,8

0
6

- -

　
増
減
は
、
対
前
年
比
の
職
員
増
減
数
を
示
し
て
い
ま
す
。

5
,8

4
4

.3
2
.3

縮
減
率�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

�
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②
 

②
 
②
 

②
 職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
基
本
給

基
本
給

基
本
給

基
本
給
、 、、、
平
均
月
収
額
及

平
均
月
収
額
及

平
均
月
収
額
及

平
均
月
収
額
及
び びびび
平
均
年
齢

平
均
年
齢

平
均
年
齢

平
均
年
齢
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２
０

２
０
２
０

２
０
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

・ ・・・
電
気
事
業

電
気
事
業

電
気
事
業

電
気
事
業

・ ・・・
工
業
用
水
道
事
業

工
業
用
水
道
事
業

工
業
用
水
道
事
業

工
業
用
水
道
事
業

・ ・・・
工
業
用
地
造
成
事
業

工
業
用
地
造
成
事
業

工
業
用
地
造
成
事
業

工
業
用
地
造
成
事
業

（
注
）
　
平
均
月
収
額
に
は
、
期
末
・
勤
勉
手
当
等
を
含
み
ま
す
。
  

③
 

③
 
③
 

③
 職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
手
当

手
当
手
当

手
当
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

ア
　
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

5
2
0

5
2
0

5
2
5

0
2
5

（
注
）
　
( 
 )
内
は
、
再
任
用
職
員
に
係
る
支
給
割
合
で
す
。

イ
　
退
職
手
当
（
２
０
年
４
月
１
日
現
在
）

2
0

2
0

　
　
　

ウ
　
地
域
手
当
（
２
０
年
４
月
１
日
現
在
）

.5
0

3
.0

5
9
0
,

2
9

.6

5
7
,5

0
0

4
.3

4
5
.2

3
4

,5
0
2

5
9
.2

8
5
9
.2

8

3
3
.5

0
4

.3
4

4
7
.5

0
5
9
.2

8

4
.2

5

0

9

2
4

2
8
,

6

3
0
.5

5

6
3

,7
5
9

3
.0

.5
0

(0
.7

5
)

2
3
.5

0

5
9
.2

8

,2
5

6
6
7

2
3
.5

0

4
7
.5

0

3
7
5
,4

6
4

(
.6

)
(0

.7
5
)

3
.0

0
3
.0

0

4
2
.9

6
2
,4

5
8

3
0
.5

5

4
9
,6

8
4

6
,6

6

5
9
.2

8

4
.2

5

5
9
.2

8

3
3
.5

0
4

.3
4
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職
種

日
程

試
験
の
種
類

試
験
区
分
等

受
付
期
間

１
次
試
験

２
次
試
験

最
終
合
格
発

表
上

級
行
政
、
学
校
事
務
、
児
童

2
2
4

2
4

2
4

福
祉
、
土
木
、
建
築
、
機

械
、
電
気
、
化
学
、
農
業
、

林
業
、
畜
産
、
水
産
、
獣

医
師

中
級

農
業

行
政
事
務
、
学
校
事
務
、

3
2
3

0
7

2
2

警
察
事
務
、
栄
養
士

2
4

初
級

一
般
事
務
、
学
校
事
務
、

0
7

警
察
事
務
、
土
木
、
林
業

民
間
企
業
等
行
政

2
3

0
2
2

職
務
経
験
者

警
察
官
Ａ

第
１
回

3
2
5

（
男
性
）

2
3

0

第
２
回

3
0

6
2

2
5

2
0

警
察
官
Ａ

－
3

（
女
性
）

2
3

警
察
官
Ａ

－
3

0

（
武
道
指
導
）

2
3

警
察
官
Ｂ

－
3
0

6
2

2
2
5

（
男
性
）

2
0

2
0

警
察
官
Ｂ

－
3
0

6
2

2
2
5

（
女
性
）

2
0

警
察
官
Ｃ

経
済
、
語
学
（
北
京
語
、

3
0

韓
国
・
朝
鮮
語
）
、
情
報

2
3

工
学

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

�
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採
用

申
込
者
数
受
験
者
数
受
験
率

一
次

最
終

競
争

試
験
の
種
類

予
定
数

合
格
者
数
合
格
者
数
倍
率

(人
)

（
人
）

（
人
）

（
％
）

（
人
）

（
人
）

(倍
)

上
級

8
2

,7
0
7

,0
6
7

6
2
.5

2
4
0

8
4

2
.7

中
級

2
4

,
0
4

7
3
3

6
6
.4

7
8

2
9

2
5
.3

初
級

2
2

7
9

5
2

7
.2

6
4

2
5

2
0
.5

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

6
7
8
9

5
0
6

6
4
.

2
0

8
6
3
.3

警
察
官
Ａ
（
男
性
）

4
0
5

5
,5

2
0

3
,7

8
7

6
8
.6

,7
9
0

4
0
5

9
.4

警
察
官
Ａ
（
女
性
）

8
6
3
6

3
5
9

5
6
.4

8
0

8
9
.9

警
察
官
Ａ
（
武
道
指
導
）

5
6

6
0
0
.0

4
4

.5

警
察
官
Ｂ
（
男
性
）

8
5

2
,6

7
7

,8
0
7

6
7
.5

7
9
9

8
5

9
.8

警
察
官
Ｂ
（
女
性
）

9
5
6
2

2
9
4

5
2
.3

5
2

9
3
2
.7

警
察
官
Ｃ

8
4
5

3
4

7
5
.6

4
4

8
.5

計
7
7
4

3
,7

6
5

9
,

0
5

6
6
.

3
,

4
7
7

.8

職
員
の
採
用
は
、
地
方
公
務
員
法
上
、
原
則
と
し
て
競
争
試
験
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
が
あ
っ
た
場
合
は
選
考
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

各
任
命
権
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
採
用
選
考
請
求
に
つ
い
て
の
承
認
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

職
知

事
教
育
委
員
会
警
察
本
部
長

計

部
長
相
当
職

次
長
相
当
職

課
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

係
長
相
当
職

上
級
係
員
相
当
職

係
員
相
当
職

計

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

�
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な
お
、
人
事
委
員
会
に
お
い
て
試
験
を
実
施
し
て
い
る
公
開
公
募
に
よ
る
採
用
選
考
の
実
施
状

況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

採
用

申
込
者
数
受
験
者
数

一
次

最
終

競
争

種
別

職
種

予
定
数

合
格
者
数
合
格
者
数
倍
率

(人
)

（
人
）

（
人
）

（
人
）

（
人
）

(倍
)

選
考

研
究
職
員
（
化
学
Ａ
、

2
.0

（
前
期
）
化
学
Ｃ
、
化
学
Ｄ
、
情

報
処
理
、
薬
学
）
、
児

童
自
立
支
援
専
門
員

選
考

船
員
（
航
海
）

3
.5

（
後
期
）

身
体
障
害
一
般
事
務

2
4
.0

者
を
対
象

と
す
る
採

用
選
考 職
員
の
昇
任
に
つ
い
て
は
、
警
察
官
昇
任
試
験
を
除
き
選
考
に
よ
り
実
施
し
て
い
ま
す
。

任
命
権
者
へ
委
任
し
た
も
の
を
除
く
昇
任
選
考
の
承
認
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

職
名

知
事

教
育
委
員
会

警
察
本
部
長

合
計

部
長

８
１

９

次
長

１
９

１
３
２
(3
0)

５
２

課
長

１
７
６

１
２

６
８
(6
3)

２
５
６

課
長
補
佐

３
６
４

６
０

８
４
３
２

係
長

４
８
８

５
０

２
６

５
６
４

計
１
，
０
５
５

１
２
４

１
３
４
(9
3)

１
，
３
１
３

（
注
１
）

職
名
の
欄
は
、
相
当
職
を
含
む
。

（
注
２
）

（
）
内
は
公
安
職
で
内
数

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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任
命
権
者
は
、
任
期
付
職
員
（
任
期
付
招
へ
い
研
究
員
、
特
定
任
期
付
職
員
、
一
般
任
期
付
職

員
）
の
採
用
に
当
た
り
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

平
成
１
９
年
度
の
人
事
委
員
会
の
承
認
は
１
件
で
す
。

区
分

知
事
部
局

教
育
委
員
会

警
察
本
部

任
期
付
招
へ
い
研
究
員

特
定
任
期
付
職
員

１

一
般
任
期
付
職
員

（
注
）・
任
期
付
招
へ
い
研
究
員
：
民
間
等
の
優
れ
た
研
究
者
を
県
の
試
験
研
究
機
関
に
受
け
入
れ
る
も
の

・
特
定
任
期
付
職
員
：
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
等
を
有
す
る
者
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
も
の

・
一
般
任
期
付
職
員
：
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
も
の

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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ア
民
間
給
与
と
の
較
差
(0

.1
3%
)の
解
消
の
た
め
、
初
任
給
を
中
心
に
若
年
層
に
配
慮
し
た
給

料
月
額
の
引
上
げ
、
子
等
に
係
る
扶
養
手
当
の
引
上
げ
（

6,
00

0
円
→

6,
50

0
円
）
等

イ
期
末
・
勤
勉
手
当
（
ボ
ー
ナ
ス
）
の
引
上
げ
（

0.
05
月
分
）

平
成
１
９
年
１
０
月
２
日

ア
月
例
給
の
較
差

本
年

参
考
（
平
成
１
８
年
）

０
.１
３
％

５
２
３
円

△
０

.０
６
％

△
２
３
２
円

イ
期
末
・
勤
勉
手
当

民
間
の
年
間
支
給
割
合

県
職
員
の
年
間
支
給
割
合

４
.５
１
月

４
.４
５
月

ア
給
料
表

人
事
院
勧
告
に
お
け
る
俸
給
表
の
改
定
に
準
じ
て
改
定

イ
諸
手
当

(ｱ
)
扶
養
手
当

子
等
に
係
る
手
当
月
額
の
引
上
げ

6,
00

0
円
→

6,
50

0
円

(ｲ
)
地
域
手
当

東
京
都
千
代
田
区
の
支
給
割
合
の
引
上
げ

10
0
分
の

14
→

10
0
分
の

14
.5

(ｳ
)
期
末
・
勤
勉
手
当

4.
45
月
分
→

4.
50
月
分
（
勤
勉
手
当
を

0.
05
月
分
引
上
げ
）

６
月
期

12
月
期

19
年
度

期
末
手
当

1.
4
月

（
支
給
済
み
）

1.
6
月

（
改
定
な
し
）

勤
勉
手
当

0.
72

5
月
（
支
給
済
み
）

0.
77

5
月
（
現
行

0.
72

5
月
）

20
年
度

期
末
手
当

1.
4
月

1.
6
月

以
降

勤
勉
手
当

0.
75
月

0.
75
月

ウ
実
施
時
期

平
成
１
９
年
４
月
１
日
（
期
末
・
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
９
年
１
２
月
１
日
）

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�
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�
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ア
地
域
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定

支
給

割
合

支
給

地
域

平
成

20
年
度
以
降

平
成

19
年
度
（
現
行
）

東
京
都
千
代
田
区

10
0
分
の

16
10

0
分
の

14

大
阪
市

10
0
分
の

13
10

0
分
の

12

名
古
屋
市

10
0
分
の

12
（
改
定
な
し
）

10
0
分
の

12

福
岡
市

10
0
分
の

4.
25

10
0
分
の

4

福
岡
市
を
除
く
福
岡
県
内
の
地
域

10
0
分
の

3
10

0
分
の

2.
75

イ
実
施
時
期

平
成
２
０
年
４
月
１
日

ア
給
与
に
つ
い
て

公
立
学
校
教
職
員
の
給
与
を
含
め
た
処
遇
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
国
に
お
い
て
検

討
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
動
向
等
を
注
視
し
な
が
ら
、

調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

イ
勤
務
環
境
の
整
備
等
に
つ
い
て

(ｱ
)
時
間
外
勤
務
の
縮
減
等
に
つ
い
て
は
、
事
務
事
業
の
見
直
し
や
事
務
の
簡
素
・
効
率
化
を

よ
り
一
層
推
進
し
、
時
間
外
勤
務
の
縮
減
に
向
け
て
の
取
組
を
行
う
と
と
も
に
、
特
に
、
管

理
監
督
者
に
あ
っ
て
は
適
切
な
業
務
管
理
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

(ｲ
)
健
康
管
理
対
策
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
心
の
悩
み
を
抱
え

る
職
員
の
早
期
発
見
、
早
期
対
応
、
円
滑
な
職
場
復
帰
と
再
発
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
心

の
健
康
の
保
持
増
進
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(ｳ
)
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
支
援
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
て
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
等
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
制
度

実
施
に
向
け
て
所
要
の
準
備
を
進
め
る
な
ど
、
両
立
支
援
策
を
一
層
推
進
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

(ｴ
)
勤
務
時
間
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
勤
務
時
間
の
短
縮
に

向
け
た
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う

勤
務
体
制
等
に
つ
い
て
十
分
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
規
定
の
整
備
を
含
め
、
入
念
な

準
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ウ
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て

人
事
評
価
の
対
象
職
員
の
範
囲
を
広
げ
、
制
度
の
整
備
を
進
め
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組

の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
て
、
客
観
性
や
公
正
性
を
確
保
し
、
よ
り
透
明
性
と
信
頼
性
の
高
い
制

度
と
す
る
と
と
も
に
、
職
員
の
十
分
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
。

エ
高
齢
期
の
職
員
の
雇
用
確
保
に
つ
い
て

年
金
受
給
開
始
年
齢
の
段
階
的
な
引
上
げ
な
ど
に
伴
い
、
高
齢
期
の
職
員
の
雇
用
確
保
が
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
期
の
職
員
の
雇
用
継
続
推
進
の
た
め
、
人
事
管
理

上
・
組
織
体
制
上
の
課
題
、
処
遇
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
幅
広
く
検
討
を
行
い
、
円
滑
な
再
任

用
制
度
の
運
用
等
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
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平
成
２
０
年
２
月
１
３
日

ア
給
料
表

教
育
職
給
料
表
(二
)及
び
教
育
職
給
料
表
(三
)に
つ
い
て
、
現
行
の
給
料
表
の
２
級
と
３
級

の
間
に
特
２
級
を
設
置

イ
実
施
時
期

平
成
２
０
年
４
月
１
日

新
た
な
職
の
設
置
に
係
る
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
他
の
教
育
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
措
置

す
る
必
要
が
あ
る
。

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
要
求
制
度
は
、
職
員
か
ら
勤
務
条
件
に
関
し
、
適
当
な
行
政
上
の
措
置
を

求
め
る
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
人
事
委
員
会
が
必
要
な
審
査
を
し
た
上
で
判
定
を
行
い
、
あ
る
い
は

あ
っ
せ
ん
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
で
事
案
の
解
決
に
当
た
る
も
の
で
す
。

平
成
１
９
年
度
は
、
新
た
な
措
置
要
求
は
な
く
、
ま
た
係
属
し
て
い
る
事
案
も
あ
り
ま
せ
ん
。

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
制
度
は
、
職
員
か
ら
懲
戒
そ
の
他
そ
の
意
に
反
す
る
不
利
益
な
処
分

を
受
け
た
と
し
て
審
査
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
人
事
委
員
会
が
、
事
案
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
、
そ
の
処
分
を
承
認
し
、
修
正
し
、
又
は
取
り
消
す
判
定
を
行
う
も
の
で
す
。

平
成
１
８
年
度
末
平
成
１
９
年
度
中
平
成
１
９
年
度
中
平
成
２
０
年
度
へ

の
係
属
件
数

の
申
立
て
件
数

の
処
理
件
数

の
繰
越
件
数

懲
戒
処
分

８
９
，
８
７
０

１
５
，
３
２
２

８
４
，
５
４
９

県
分
限
処
分

７
０

１
６

分
そ
の
他

９
０

０
９

計
８
９
，
８
８
６

１
５
，
３
２
３

８
４
，
５
６
４

受
懲
戒
処
分

０
０

０
０

託
分
限
処
分

０
０

０
０

分
そ
の
他

０
０

０
０

計
０

０
０

０

※
「
受
託
分
」
は
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
町
村
分
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事
案

名
審
査
等
の
状
況

県
分

平
成
１
９
年
(不
)第
１
号
事
案

裁
決
（
処
分
承
認
）

昭
和
４
５
年
(不
)第
２
０
８
９
号

審
査
の
打
切
り
（
規
則
第
１
３
条
第
１
項

ほ
か
１
５
７
８
事
案

第
３
号
、
第
４
号
及
び
第
５
号
該
当
）
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